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参考資料 

 
 

１．用語解説 

 

ア行 

 

ＩＣＴ   

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。IT（情報技術）に、情報

通信を表す（コミュニケーション）を加えたもの。 

 

生きる力  

変化の激しいこれからの社会を生きるために必要な「知・徳・体のバランスのとれた力」のこと。 

「知・徳・体」とは、基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して自ら考え、判断・表現するこ

とにより、さまざまな問題に積極的に対応し解決する力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人

を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力のことです。 

 

ｅ－スタートプログラム（就学移行支援プログラム）  

支援が必要な年長児の子どもを対象に、就学前に学校生活がイメージできるようなプログラムを体

験し、スムーズに学校生活に移行できるよう支援する療育事業。 

 

インクルーシブ教育  

人間の多様性の尊重や障害者の社会参加を目的として、障害のある子どもと障害のない子どもが共

に学ぶこと。 

 

ウェルビーイング  

身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみでなく、生きがいや人生の

意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

 

英語ライセンス制度  

子どもたちが、将来、国際社会で活躍できるよう、英語によるコミュニケーション能力や態度を育成

することを目的とする本市独自の制度。 

本市が作成した教材「加東市レッスンブック」を授業や家庭学習で活用して力をつけるとともに、ス

ピーキングテストを含んだ「かとう英語ライセンス検定」を実施して英語力を評価し、学習の励みとす

るものです。 

 

ＡＬＴ  

Assistant Language Teacher の略。日本人の教員とともに外国語の授業を行う外国語指導助手。 

本市では、小学校、中学校、義務教育学校で英語の指導に従事しています。 
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ＳＤＧｓ  

Sustainable Development Goals の略。2015 年に国連サミットで採択された持続可能な開発目

標。 

持続可能でよりよい世界をめざすための国際目標で、2030 年を達成年限とし、17 のゴール（目

標）と 169 のターゲット（具体目標）から構成されています。目標には、貧困や飢餓といった問題か

ら、働きがいや経済成長、気候変動に至るまで、21 世紀の世界が抱える課題を包括的に挙げています。 

 

おでかけ図書館  

小学生を対象に図書館の見学と図書カードを作って図書を借りる体験を提供する取組。 

 

おとどけ図書館  

市立小中学校、義務教育学校へ図書を届ける取組。 

 

カ行 

 

学校運営協議会  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、教育委員会が学校に設置する機関。保護者

代表や地域住民などで構成され、学校運営やその支援について協議・参画することで、地域と学校が一

体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」をめざすものです。 

 

加東わくわく英語村  

子どもたちが、将来、国際社会で活躍できるよう、英語によるコミュニケーション能力や主体性・積

極性などを身につけることを目的とする本市独自の事業。 

夏季休業中に、英語指導助手（ALT）との活動を通して、英会話や異文化について学びます。 

 

かとう和食の日  

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食が、栄養バランスに優れていることや記念日に制定されて

いることから、11 月 24 日を、市を挙げて和食に親しめる日として定めています。 

 

カリキュラム・マネジメント  

各学校において、子ども、学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育

の内容を教科横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図って

いくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこ

となどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこ

と。 

 

ＧＩＧＡスクール構想  

子どもへの１人１台端末と高速で大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもの力

を最大限に引き出す学びの実現をめざす構想のこと。 
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義務教育学校、義務教育学校前期課程、義務教育学校後期課程  

学校の校種として、小学校、中学校、義務教育学校などがあり、義務教育学校は、小学校課程から中

学校課程までの義務教育を一つの学校として一貫して行います。その小学校課程を前期課程、中学校

課程を後期課程といいます。 

令和３年４月に東条学園小中学校は義務教育学校として開校しました。 

 

キャリアノート  

キャリア発達を促す様々な学習経験や活動の記録などを子ども自身が書き込むノートで、教職員が

子どもの成長や変化を定性的・定量的に評価し、一人一人の指導・支援に役立てるための重要な資料。 

現在のキャリアノートは、次学年に引き継ぐものとして活用しています。 

 

キャリア・パスポート  

キャリアノートの内容をもとに、毎学期末に振り返りを行う際に活用するもので、各学年１～２ペ

ージの文量となっている。小学校から中学校、高等学校へと校種間を引き継ぐものとして活用してい

ます。 

 

合理的配慮  

障害のある人の人権が、障害のない人と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生

活において平等に参加できるよう、それぞれの障害の特性や困り事に合わせて行われる配慮のこと。

学校教育においては、教員、支援員等による支援体制、施設・設備の整備、個別の教育支援計画や個別

の指導計画による支援、適切な教材の提供など、個々の障害の状況に応じて個別に必要とされる配慮

のこと。 

 

個別最適な学び  

指導方法や指導体制の工夫改善により、「個に応じた指導」の充実を図るとともに、ICT 環境の活用、

少人数によるきめ細やかな指導体制の整備を進めていくこと。 

 

コミュニティ・スクール  

学校運営協議会を設置した学校。学校と保護者や地域住民が子どもの教育に対する目標やビジョン

を共有し、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える仕組み。「学校運営協議会」を参照。 
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サ行 

 

サポートファイル  

支援が必要な子どもについて、切れ目のない支援を行うために、必要な支援や特性についての情報

を個別にまとめたもの。個別の教育支援計画のこと。 

 

主体的・対話的で深い学び  

新学習指導要領に位置付けられている、子どもに必要な資質能力を育むために、学びの質に着目し、

授業改善の取組を活性化していく視点。子どもたち一人一人が、予測できない変化に主体的に向き合

って関わり合い、よりよい社会と幸福な人生の作り手となっていくために重要とされている。 

 

生涯学習サポーター倶楽部  

青少年を始めとする市民を対象とした学習活動や体験活動において、個々が培ってきた知識・技能

や経験を活かし、活動支援や指導的な役割をしていただける熱意ある個人及び団体を登録し派遣する

制度。 

 

生涯学習社会  

国民一人一人が、生涯にわたって、いつでも自由に学習機会を選択肢、学ぶことができ、その成果を

適切に生かすことのできる社会。 

 

情報モラル  

情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度のこと。 

 

食育  

様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得することで、健全な食生活を

実現できる人を育てる教育。 

 

小小交流・小中交流  

小学校同士または小学校と中学校が、小中一貫校開校（滝野地域）に向けて、互いに、情報交換や交

流活動を行うこと。 

 

小中一貫教育  

小学校と中学校が、「めざす子ども像」を共有し、義務教育９年間を通じた教育課程を編成すること

で、系統性・連続性のある指導を行う教育。 

 

ジョリーフォニックス  

英語の読み書きの基礎を習得するために体系化された学習方法。楽しく多感覚な方法で文字と音を

学びます。 
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自己肯定感  

「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在だ」など自己に対して肯定的な評価を抱いてい

る状態の感覚、感情。 

 

自己有用感 
 

「他人の役に立った」「他人に喜んでもらえた」など自分の存在を価値あるものとして受け止める感

覚。 

相手の存在なしには生まれてこない点で、「自尊感情」や「自己肯定感」とは異なります。 

 

小学生チャレンジスクール  

青少年の健全育成を促進するために、地域住民・企業・団体などの支援の下、学校や学年の異なる子

どもたちが、土・日曜日や長期休業日に行う普段できない野外活動や体験活動のこと。 

 

人生１００年時代  

英国の学者が長寿時代の生き方について述べた著書で提唱した言葉で、100 歳を超えて生きること

を前提とした人生設計の必要性を論じています。 

日本では、平成 29（2017）年９月に「人生 100 年時代構想会議」が設置され、人生 100 年時

代を見据えた経済・社会システムを実現するための政策のグランドデザインを検討しています。人生

100 年時代に、高齢者から若者まで、すべての人に活躍の場があり、すべての人が元気に活躍し続け

られる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題となっています。 

 

スクールカウンセラー  

子どもや保護者に対して、心理に関する専門的な知識を生かして支援するため学校に配置されてい

る専門スタッフ。 

 

スクール・サポート・スタッフ  

学校の教員の業務の中で、教育職員免許を必要としない資料作成や授業準備などを行うことで、教

員をサポートする教員業務支援員。 

 

スクールソーシャルワーカー  

いじめや不登校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する子どもを支援する社会福

祉の専門スタッフ。 

子ども本人だけでなく、家族や友人、学校、地域など周囲の環境に働きかけて、問題解決に向けて支

援します。 

 

スポーツ推進委員  

スポーツの推進のための事業の実施に関する連絡や調整、住民に対するスポーツの実技の指導や助

言などを行う者。 
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絶対人権感覚  

知識として人権を理解するのではなく、「絶対音感」のように、感性的に刷り込まれる人権感覚であ

り、感性が著しく発達する幼児期に人権尊重の基礎である「やさしさ」や「思いやり」を身につけるこ

とで、違いを認め合い、「違いを違いと思わない」という人権感覚を持つことが可能になるといわれて

います。 

 

全国学力・学習状況調査  

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な子どもの学力や学習状況を把握・

分析することで教育施策の効果と課題を検証し、その改善を図ることを目的とした調査。 

 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０  

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済

発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 

内閣府が、「第５期科学技術基本計画」において、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、

工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続くような新たな社会を生み出す変革を科学技術

イノベーションが先導していくという意味を込めて提唱しています。 

また、超スマート社会を「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、

社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、

地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」と定義し、

人々に豊かさをもたらす未来社会の姿として共有し、めざす未来像としています。 

 

タ行 

 

待機児童  

保育の必要性があると認定され、保育所などへの入所申込みを行っているにもかかわらず、定員が

いっぱいなどの理由により、入所できずに入所を待っている児童。 

 

確かな学力  

知識・技能だけでなく、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よ

りよく問題を解決する資質能力などを含めたもの。 

  

多文化共生  

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地

域社会の構成員として共に生きていくこと。 

 

地産地消  

地域で生産された農産物をその地域で消費すること。 
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チーム学校  

校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントさ

れ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子どもたちに必要な

資質能力を確実に身につけさせることができる学校。 

 

ナ行 

 

ナーサリールーム  

早い時期に小集団に参加することが望まれる、支援が必要な未就園の子どもとその保護者を対 

象に、親子遊びを通して心身の発達を促す療育事業。 

 

認定こども園  

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入

れて、教育・保育を一体的に行う機能）や、地域における子育て支援を行う機能（子育て家庭を対象

に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能）を備える施設。 

 

ハ行 

 

発達支持的生徒指導  

子どもの主体的な成長・発達を日常の教育活動全体で支えることを重視した生徒指導の在り方。問

題行動への対応に限らず、すべての子どもを対象に進められる生徒指導の基盤となるもの。 

 

ＰＤＣＡサイクル  

Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）の４段階を繰り返すことによって、計画

や実施体制を見直し、継続的に改善していく手法のこと。 

 

プログラミング教育  

プログラミングの体験を通して、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考

力（プログラミング的思考）や情報活用能力を育成することを目的とした教育。 

 

ペアレントトレーニング  

支援が必要な子どもの「行動」に焦点をあて、関わり方や育て方を学ぶための保護者向けの支援プロ

グラム。 

 

マ行 

 

学びの連続性  

子どもの学びが、幼児教育から小学校教育へと、途切れることなく滑らかにつながっていること。 
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ヤ行 

 

ヤングケアラー  

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者。 

 

友－ｕｐ（ソーシャルスキルトレーニング）  

支援が必要な小学校及び義務教育学校の低学年の子どもを対象に、話す、聞く、協力するなどの活動

を通して友だちづくりのスキルアップを行い、常生活におけるコミュニケーションが円滑に図れるよ

うに支援する療育事業。 
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２．教育基本法 

○教育基本法 
（平成十八年十二月二十二日） 

（法律第百二十号） 
第百六十五回臨時国会 

第一次安倍内閣 
教育基本法をここに公布する。 

教育基本法 
教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）の全部を改正する。 

目次 
前文 
第一章教育の目的及び理念（第一条―第四条） 
第二章教育の実施に関する基本（第五条―第十五条） 
第三章教育行政（第十六条・第十七条） 
第四章法令の制定（第十八条） 
附則 
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるととも

に、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、

豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指
す教育を推進する。 

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく教育の基本を確立し、
その振興を図るため、この法律を制定する。 

第一章 教育の目的及び理念 
（教育の目的） 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え
た心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 
（教育の目標） 

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう
行われるものとする。 
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、

健やかな身体を養うこと。 
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うととも

に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的

に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
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（生涯学習の理念） 
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことので
きる社会の実現が図られなければならない。 

 
（教育の機会均等） 

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人
種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、
教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し
て、奨学の措置を講じなければならない。 

第二章教育の実施に関する基本 
（義務教育） 

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負
う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生き
る基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的とし
て行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び
相互の協力の下、その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 
（学校教育） 

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法
人のみが、これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体
系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を
営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行
われなければならない。 
（大学） 

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新た
な知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとす
る。 

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければな
らない。 
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（私立学校） 
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公

共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めな
ければならない。 
（教員） 

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その
職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が
期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 
（家庭教育） 

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために
必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める
ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提
供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
（幼児期の教育） 

第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国
及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、そ
の振興に努めなければならない。 
（社会教育） 

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によ
って奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利
用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならな
い。 
（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する
とともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 
（政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 
２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動

をしてはならない。 
（宗教教育） 

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、
教育上尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな
らない。 
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第三章 教育行政 
（教育行政） 

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われ
るべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正か
つ適正に行われなければならない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策
定し、実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を
策定し、実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなけ
ればならない。 
（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関す
る施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、
これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の
振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

第四章 法令の制定 
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 

附 則 抄 
（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 
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３．加東市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

○加東市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 
平成２２年３月９日 

告示第１４号 
 

（設置） 
第１条 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づき、加東市教育振興基

本計画（以下「計画」という。）を策定するため、加東市教育振興基本計画策定委員会（以下「委員
会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 
(1) 計画の策定に関すること。 
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の設置目的を達成するために必要な事項 
（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 
(2) 教育委員会委員 
(3) 学校関係者 
(4) 社会教育関係者 
(5) 市民を代表する者 
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日から計画の策定が完了した日までとする。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 
（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 
３ 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 
４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取） 
第７条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴く

ことができる。 
（庶務） 
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第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興部教育総務課において処理する。 
（平３０告示４６・一部改正） 

（その他） 
第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 
（招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集
する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第４６号） 
この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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４．教育振興基本計画策定委員会委員名簿 

任期 令和７年５月 26 日〜令和８年３月 31 日 

区 分 氏 名 所 属 

学識経験者   別 惣 淳 二 兵庫教育大学 

教育委員会 

◎ 田 中 寿 一 加東市教育委員会 

  後 藤 純 子 加東市教育委員会 

学校関係者 

  神 田 英 昭 加東市小学校長会 

  稲 継 健太郎 加東市連合ＰＴＡ 

社会教育関係者 

  安 原 一 樹 加東市社会教育委員の会議 

○ 石 井 博 昭 加東市スポーツ協会 

  山 羽  勲 加東市人権・同和教育研究協議会 

市が必要と認める者 

  竹 内 貞 美 加東市連合婦人会 

  藤 川 憲 二 加東市区長会 

市民を代表する者 

  高 橋 憲 司 公募委員 

  竹 内 守 男 公募委員 

◎：委員長 ○：副委員長 
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５．計画策定の経過 

 
日程 内容 

令和７年 ５月２７日 市長から加東市教育振興基本計画策定委員会へ諮問 

令和７年 ６月２０日 

第１回加東市教育振興基本計画策定委員会 

・加東市の教育の現状及び第３期教育振興基本計画の成果と 

課題について協議 

令和７年 ８月 ８日 
第２回加東市教育振興基本計画策定委員会 

・骨子案（基本理念、基本方針、施策体系）について協議 

令和７年１０月 ９日 
第３回加東市教育振興基本計画策定委員会 

・素案について協議 

令和７年１１月１８日 
第４回加東市教育振興基本計画策定委員会 

・第４期加東市教育振興基本計画（案）について協議 

令和７年１２月 ３日 
総務文教常任委員会 

・第４期加東市教育振興基本計画（案）について協議 

令和７年１２月１５日から 

令和８年 １月１５日まで 
パブリックコメントの実施 

令和８年 ２月１２日 

第５回加東市教育振興基本計画策定委員会 

・パブリックコメントの結果報告 

・第４期加東市教育振興基本計画（案）について協議 

令和８年 ３月１９日 加東市教育振興基本計画策定委員会から答申 

令和８年 ３月２７日 第４期加東市教育振興基本計画の策定 
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６．諮問・答申 

 

【諮問書】 

諮問第４号 

加東市教育振興基本計画策定委員会  

 

   加東市教育振興基本計画の策定について（諮問） 

 

 令和８年度からの加東市の教育の指針となる加東市教育振興基本計画を策定するに当

たり、当該計画の策定に関する必要な事項について調査審議を求めるため、教育基本法

（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定により諮問します。 

 

  令和７年５月２７日 

加東市長 岩 根  正 

 

  



104 

 

【答申書】 

令和８年３月１９日  

 

 加東市長 岩 根  正  様 

 

加東市教育振興基本計画策定委員会      

委員長 田 中 寿 一 

 

第４期加東市教育振興基本計画について（答申） 

 

 令和７年５月２７日付け諮問第４号で諮問のありました標記のことについて、本策定委員

会において慎重に審議を重ね、別紙のとおり取りまとめ、ここに答申いたします。 

 

 

近年、人口減少や少子高齢化が進み、生活様式や価値観の多様化など社会環境の変化が大き

く、人と人との関わり方や地域社会の在り方も変化しています。また、ICT による技術革新の

発展により、情報モラルの確立や情報通信技術を適切に活用する力が求められるなど、教育を

取り巻く状況が変化しています。そのような中、自立して力強く生き抜く力である「人間力」

を育成することは、教育の普遍的な目標と捉えています。 

こうした背景を踏まえ、本策定委員会において、教育振興の基本理念を「人間力の育成 ～

豊かな学びが 新しい自分と地域を育むまち 加東～」としました。幼児から高齢者まで、生

涯にわたって続けていく「豊かな学び」は、一人の人間として成長する上で不可欠であると考

えます。また、「豊かな学び」は、自らの成長だけでなく、学んだことを生かして地域と協働

しながら地域の課題を解決することにつながるものでもあります。 

本答申では、以上のことを鑑み、基本理念である「人間力の育成」を実現するために、次の

３つを施策体系の基本方針として位置づけました。 

基本方針１ 夢に挑み自立する子どもを育む教育の推進 

～学びのつながりを大切にした小中一貫教育の充実～ 

基本方針２ 子どもの学びを支える教育環境の整備・充実 

基本方針３ 人生１００年を通じた生涯学習の推進 

 

加東市におかれましては、策定される計画に基づき、学校、家庭、地域社会が連携・協働し

ながら、人間力を育成していくために、生涯にわたって続けていく「豊かな学び」を支援する

施策を展開し、新しい自分と地域を育むまちを実現されることを期待します。 

 




